
 
 
  昭島市立学校適正規模適正配置等について答申（案）に係るパブリックコメ

ントの実施について 

 

１ 募集期間 

 令和５年 11 月 20 日（月）から令和５年 12 月 19 日（火）まで 

 郵送の場合は、令和５年 12 月 19 日（火）の消印有効 

 

２ 資料の入手方法 

 令和５年 11 月 20 日（月）から配布開始 

（１）昭島市ホームページによる閲覧・ダウンロード 

（２）窓口での閲覧・配布 

市役所２階教育総務課学務係 市役所１階総合案内カウンター 

東部出張所 松原町コミュニティセンター 

勤労商工市民センター あいぽっく（保健福祉センター） 

各高齢者福祉センター 環境コミュニケーションセンター 

水道部 各市立会館 

総合スポーツセンター FOSTER ホール（市民会館）・公民館 

アキシマエンシス  

 

３ 意見の提出方法 

 次のいずれかの方法で提出 

（１）市役所２階教育総務課学務係窓口に持参 

（２）郵送 

（３）ファクシミリ 

（４）電子メール 

（５）LoGo フォーム 

 

４ 周知の方法 

（１）広報あきしま（11 月 15 日号） 

（２）昭島市ホームページ 

（３）市公式Ｘ（旧 Twitter） 

（４）市公式 LINE 

 

５ 今後の予定 

 パブリックコメントの結果を踏まえ、昭島市立学校適正規模適正配置等審議

会において最終答申案を審議し、教育長に答申予定。 
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昭島市立学校適正規模適正配置等審議会  

 

 

令和５年 11 月  





は じ め に 

 

 昭島市は令和６年に市制施行 70 周年を迎える。これまで、都市近郊のベッド

タウンとして、安全で利便性に富んだ都市基盤と、豊かな水と緑の環境が調和し

た、快適で暮らしやすい住宅都市として発展を遂げてきた。 

高度成長期には都市基盤の整備がなされ、大規模集合住宅の建設による人口

増加に伴い、教育委員会は小・中学校の新築、増改築など、教育施設整備に力を

注いできた。児童・生徒数は、団塊ジュニア世代が在籍した昭和 50 年代後半か

ら 60 年代にピークを迎え、その後、少子化の進行に伴い減少傾向となり、平成

30 年頃からは横ばい状態となっている。 

市立学校の適正規模、適正配置及び通学区域については、学校間の児童・生徒

数並びに学級数等の規模に格差が生じたことから、平成 13 年度、平成 24 年度

に教育委員会の諮問を受けた昭島市立学校適正規模適正配置等審議会が答申を

行っている。平成 24 年度の答申が、現在まで昭島市教育委員会の学校の適正規

模等に対する基本的な考え方となり、それ以降、小学校の統廃合を行うなど、学

校の適正規模等に向けた改善に取り組んできた経緯がある。 

今回、昭島駅北側の学区の未設定区域に大型集合住宅が建設されることとな

り、改めて学校の適正規模等の考え方を整理した上で、その学区の設定をするべ

く、令和５年５月 26 日に昭島市教育委員会教育長から、次の事項にについて改

めて諮問を受けた。 

 

１ 市立学校の適正規模について 

 ２ 市立学校の通学区域について 

 

 本諮問を受け、当審議会では平成 24 年度の答申と文部科学省の示す公立小学

校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引と本市の現状を検証のうえ、児

童・生徒のより良い教育環境整備に向けて審議を重ねてきた。 

 ここに、適正規模、通学区域の基本的な考え方並びに未設定区域の学区設定に

ついて、一定の結論を得たので、その結論について、パブリックコメントに付す

るものである。 
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